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本財団は、スポーツ・教育・文化の振興を通じて、国民の心身の健全な発達に寄与し、

豊かな人間性を涵養することを目的とする。（定款第３条）

Ⅰ.　財団事業

（１）計画

定款第４条に定める以下の各号の事業については、２０２０年度は、実施しない。

1. 振興と発展に寄与する事業

　スポーツ教育・文化の振興と発展に寄与する事業（定款第４条１号）

2. 奨学金給付事業

　　　　スポーツ教育・文化に取り組む学生に対する奨学金の給付事業（定款第４条２号）

3. 助成金給付事業

　　　　スポーツ教育・文化に携わる者及び団体への助成事業（定款第４条３号）

4. 指導者等育成事業

　指導者育成及び施設の運営事業（定款第４条４号）

5. 表彰事業

　功績のあった個人・団体に対する表彰事業（定款第４条５号）

6. その他の事業

　その他、この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条６号）

（２）経過

省略

（３）結果

計画通りに、実施せず。

Ⅱ.　会議等

□ 開催概要（時系列）

□ 役員顔合わせ会

　　　開催日時 　2021年3月3日（水）　自 午後2時　至 午後2時45分

開催場所 　パレスホテル東京　「萩」の間

役員参加状況 理事総数：7名 出席：7名 欠席：0名

　 監事総数：1名 出席：1名 欠席：0名

評議員総数：3名 出席：3名 欠席：0名

選考委員総数：5名 出席：5名 欠席：0名

式次第

（１）開会の辞

（２）理事長挨拶

（３）役員紹介

（４）諸連絡

会議名

役員顔合わせ会

第一回通常理事会

第一回評議員会（書面）

開催日

2021年 3月 3日

2021年 3月 3日

2021年 3月 31日
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財団事業概要説明

公益認定進捗状況報告

財団事業の今後予定報告

（５）閉会の辞

（６）集合写真撮影

□ 第一回通常理事会

開催日時 　2021年3月3日（水）　自 午後2時55分　至 午後3時30分

開催場所 　パレスホテル東京　「萩」の間

役員参加状況 理事総数：7名 出席：7名 欠席：0名

監事総数：1名 出席：1名 欠席：0名

（１）審議事項

第一号議案　公益財団法人への移行認定の申請に関する件

当財団が公益財団法人への移行申請をすること、また、申請書の作成及びその

内容の詳細については理事長に一任することについて採決を諮ったところ、

出席理事全員一致で承認された。

議案が承認されたことに伴い、本議案は評議員会に上程されることとなった。

第二号議案　定款変更（案）の件

公益財団法人への移行認定手続の中で、定款の変更が必要となったため、配布

された定款変更(案）に基づき詳細な説明がなされ、採決を諮ったところ、出席理事全員

一致で承認された。

議案が承認されたことに伴い、本議案は評議員会に上程されることとなった。

第三号議案　諸規程の承認の件

公益財団法人への移行にあわせ、配布資料のとおり当財団の諸規程を新設する

ことについて採決を諮ったところ、出席理事全員一致で承認された。

これにより、理事会にて改廃することとなる規程については承認され、評議員会

にて改廃することとなる規程については評議員会に上程することとなった。

第四号議案　特別寄付金受入の件

当財団に対し寄付金申込書の提出がなされており、当該寄付金は寄付金取扱規程

第8条における特別寄付金に該当し、その使途は公益目的事業に制約される旨の

説明がなされた。当該寄付金の受領につき採決を諮ったところ、出席理事全員

一致で承認された。

第五号議案　2021年度事業計画書承認の件

配布資料に基づき2021年度事業計画書の詳細な説明がなされ、採決を諮ったとこ

ろ、出席理事全員一致で承認された。

議案が承認されたことに伴い、本議案は評議員会に上程されることとなった。

第六号議案　2021年度収支予算書承認の件

配布資料に基づき2021年度収支予算書の詳細な説明がなされ、採決を諮ったとこ

ろ、出席理事全員一致で承認された。
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議案が承認されたことに伴い、本議案は評議員会に上程されることとなった。

第七号議案　選考委員選任の件

議長より、定款第42条第4項の規定により選考委員を選任したい旨並びに次の者を

その候補者としたい旨が述べられた。議長が、その選任の可否を議場に諮ったと

ころ、出席理事全員一致で承認された。

選考委員候補者 小林　一俊

選考委員候補者 皆川　賢太郎

選考委員候補者 岡部　哲也

選考委員候補者 菊地　広哉

選考委員候補者 刈屋　富士雄

第八号議案　事務局長選任の件

議長より、事務局長を選任したい旨並びに次の者をその候補者としたい旨が述べ

られた。議長が、その選任の可否を議場に諮ったところ、出席理事全員一致で

承認された。

事務局長候補者 鈴木　一弘

第九号議案　業務執行理事選任の件

議長より、定款第22条第3項及び第23条第2項の規定により業務執行理事を選任し

たい旨並びに次の者をその候補者としたい旨が述べられた。議長が、その選任の

可否を議場に諮ったところ、出席理事全員一致で承認された。

業務執行理事候補者 鈴木　一弘

第十号議案　常勤役員に対する報酬額の件

議長より、定款第29条および役員報酬規程第3条第2項の規程により、常勤役員の

受けるべき報酬総額を下記の通りとしたい旨が述べられた。議長がこれを議場に

諮ったところ、出席理事全員一致で承認された。

議案が承認されたことに伴い、本議案は評議員会に上程されることとなった。

常勤役員が受けるべき報酬金額は、一事業年度につき

金4,800,000円とする。なお、この決議の効力は令和2年

11月6日に遡って発生する。

以上

第十一号議案　第一回評議員会開催の件

議長より、下記の内容にて、第一回評議員会を開催する旨の説明が述べられ、

開催可否の採決を諮ったところ、出席理事全員一致で承認された。

開催日時　　書面決議とする

開催場所　　書面決議とする

会議の目的

記

記
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　【決議事項】

　　第一号議案　　公益財団法人への移行認定の申請に関する件

　　第二号議案　　定款変更(案）の件

　　第三号議案　　諸規程の承認の件

　　第四号議案　　2021年度事業計画書承認の件

　　第五号議案　　2021年度収支予算書承認の件

　　第六号議案　　常勤役員に対するの報酬額の件

　　各議案の内容については、本理事会第一号、第二号、第三号、第五号、

　　第六号、第十号議案のとおり。

以上

（２）報告事項

無し

□ 第一回評議員会（書面）

提案：2021年3月4日 決議：2021年3月31日

（１）評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

　　第一号議案　　公益財団法人への移行認定の申請に関する件

　　第二号議案　　定款変更(案）の件

　　第三号議案　　諸規程の承認の件

　　第四号議案　　2021年度事業計画書承認の件

　　第五号議案　　2021年度収支予算書承認の件

　　第六号議案　　常勤役員に対するの報酬額の件

（２）決議事項を提案した理事の氏名

　　代表理事 小林　一俊

（３）評議員会の決議があったものとみなされた日

　　2021年3月31日（議決権行使書提出締切日）

代表理事小林一俊氏が、上記第１回評議員会の決議の目的である事項について

提案し、当該提案につき、２０２１年３月３１日付書面により、評議員の全員

から同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第１９４条第１項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の第４回評議員会の

決議があったものとみなされた。

□ 行政関連手続等

2020年11月6日 法務局 一般財団法人設立登記申請

2020年12月28日 内閣府 公益移行申請

2021年3月25日 内閣府 公益移行認定日

2021年4月1日 内閣府 公益移行認定書受理日
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Ⅲ.　財団役員・評議員・選考委員 2021年3月31日現在

理事長 小林　一俊 株式会社コーセー代表取締役社長

理　事 小林　孝雄 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長

理　事 岡部　哲也 株式会社ネーヴェ代表取締役

理　事 北野　貴裕 北野建設株式会社代表取締役社長

理　事 木村　玄一 ゴルフダイジェスト社社長

理　事 皆川　賢太郎 株式会社ＨＥＩＤＩ代表取締役社長

専務理事 鈴木　一弘 （常勤）

監　事 野尻（小林）久美 公認会計士・Tokyo Athletes Office代表取締役

評議員 小林　正典 株式会社コーセー常務取締役

評議員 千葉　理 曙綜合法律事務所弁護士

評議員 福田　慎太郎 日本管財株式会社代表取締役社長

選考委員 小林　一俊 株式会社コーセー代表取締役社長（理事長兼任）

選考委員 岡部　哲也 株式会社ネーヴェ代表取締役（理事兼任）

選考委員 刈屋　富士雄 株式会社立飛ホールディングス執行役員

選考委員 菊地　広哉 ＩＭＧジャパンSenior Vice President

選考委員 皆川　賢太郎 株式会社ＨＥＩＤＩ代表取締役社長（理事兼任）

Ⅳ.　事業報告の附属明細書

2020年度は、助成事業を行っていないため、事業報告の附属明細書は作成しない。


